
議会基本条例制定に関する特別委員長 桑畠健也議員 

 

議会基本条例制定に関する特別委員会から提出する委員会提出議案第１号、所沢市議会基本条例、第２号、所沢市議会の議決すべき 

事件を定める条例についての提案理由の説明として、所沢市議会基本条例の前文の朗読をもって、提案理由の説明といたします。 

 

 市議会は、日本国憲法によって定められた市民を代表する唯一の議事機関であり、地方自治法第96条第１項に規定する議決事件に留 

まらず、法律に反しない限り、議決すべき事件を定める権限等を有する。 

 市議会は、二元代表制の下、市長等執行機関との健全な緊張関係を保持しながら、立法機能及び監視機能を十分発揮し、もって地方 

自治の本旨の実現を目指さなくてはならない。 

 所沢市議会は、平成９年４月、全国に先駆けて議員提案により「ダイオキシンを少なくし所沢にきれいな空気を取り戻すための条例」 

を制定し、また、政務調査費の使途の明確化、政治倫理規程の制定など、議会改革にも取り組んできた。 

 平成12年４月に施行されたいわゆる地方分権一括法は、本市が自らの責任において、その組織及び運営に関する様々な決定を行うこ 

とを可能とし、このことにより、議会の役割の重要性はさらに高まった。 

 議会及び議員は、より一層の市民からの信頼に応えるため、積極的な情報の公開を通じて説明責任を果たし、議会諸活動への市民の 

参加のもと、平等の権利を有する議員相互の自由闊達な議論を展開しながら、市政の論点を明らかにして、政策立案及び提言を積極的 

に行っていかなければならない。 

 以上の目的を達成し、これまで積み重ねてきた改革への取組を確かなものとするため、議会及び議員の責務を自覚しながら、市民の 

負託に応えられる議会を目指し、全力で取り組んでいくことを決意し、ここに、この条例を制定する。 

 以上でございます。 


